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(57)【要約】
【課題】画像信号の伝達の遅延を生じさせず内視鏡画像
の表示を確実に行ない得る画像解析装置を提供する。
【解決手段】内視鏡システム１が搭載されるトロリー４
０に配置される筐体２１と、筐体を形成する面のうちの
一面２１Ｒに配設されトロリーに配置されて内視鏡画像
を生成する画像生成装置１０から延設される接続線３２
が接続される接続端子２５と、筐体を形成する面のうち
の一面に配設され商用電源から電力を受電する受電部２
６と、筐体の内部において接続端子の近傍に配設され内
視鏡画像の画像解析演算処理を行う画像解析部と画像解
析部とは異なる演算を行う演算部とを実装した電子回路
基板２２と、筐体の内部において筐体を形成する面のう
ちの一面に対向する他面２１Ｆ寄りの部位に配設され受
電部から入力された電力である交流電流を受けて直流電
流に変換し変換された直流電流の電力を電子回路基板へ
と供給する電源供給部２３とを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡システムが搭載されるトロリーに配置される筐体と、
　前記筐体を形成する面のうちの一面に配設され、前記トロリーに配置されて内視鏡画像
を生成する画像生成装置から延設される接続線が接続される接続端子と、
　前記筐体を形成する面のうちの前記一面に配設され、商用電源から電力を受電する受電
部と、
　前記筐体の内部において前記接続端子の近傍に配設され、前記内視鏡画像の画像解析演
算処理を行う画像解析部と前記画像解析部とは異なる演算を行う演算部とを実装した電子
回路基板と、
　前記筐体の内部において、前記筐体を形成する面のうちの前記一面に対向する他面寄り
の部位に配設され、前記受電部から入力された電力である交流電流を受けて直流電流に変
換し、当該変換された直流電流の電力を前記電子回路基板へと供給する電源供給部と、
　を備えることを特徴とする画像解析装置。
【請求項２】
　前記画像解析部は、前記画像生成装置から前記接続線を介して前記接続端子に入力され
る前記内視鏡画像を受けて所定の解析演算処理を施し、当該所定の解析演算処理を施した
後の前記内視鏡画像を前記接続端子を介して前記筐体の外部へ出力することを特徴とする
請求項１に記載の画像解析装置。
【請求項３】
　前記電子回路基板は、前記筐体の底面に対して前記一面寄りの大半を覆うように配設さ
れており、
　前記電源供給部は、前記接続端子を基準として前記電子回路基板の中心よりも前記他面
側に離れた位置に中心が位置するように配置されていることを特徴とする請求項１に記載
の画像解析装置。
【請求項４】
　前記電子回路基板と前記電源供給部との間に配設され、前記電源供給部から発生する電
気的ノイズが前記画像解析部に影響を与えないように、少なくとも一部を電気的絶縁体で
構成された絶縁壁部、を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の画像解析装置。
【請求項５】
　前記筐体は、前記筐体を形成する面のうちの第１の側面に形成され、前記電源供給部が
発する熱を吸収するための冷却媒体を取り込む吸気口と、
　前記筐体を形成する面のうちの前記第１の側面と対向する第２の側面に形成され、前記
電源供給部が発する熱を吸収した前記冷却媒体を排出する排気口と、
　を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の画像解析装置。
【請求項６】
　前記絶縁壁部は、前記筐体に設けられた吸気口から取り込まれた冷却媒体を前記筐体に
設けられた排気口へと導く流路の一部を形成することを特徴とする請求項４に記載の画像
解析装置。
【請求項７】
　前記筐体の前記他面を形成するパネル部材と前記電源供給部との間には緩衝材が配設さ
れていることを特徴とする請求項１に記載の画像解析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、内視鏡システムを構成する各種の周辺装置のうち特に画像解析装置の筐体
内部構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の内視鏡システムは、例えば、内視鏡と、プロセッサ装置や光源装置等の主要装置
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のほかに、例えば画像解析装置等の各種の周辺装置を有して構成されているのが一般であ
る。
【０００３】
　このような構成の従来の内視鏡システムにおいては、内視鏡プロセッサ，光源装置及び
各種の周辺装置（画像解析装置等）は、例えば装置毎に独立した筐体（箱体）を有して形
成されている。そして、各装置の筐体は、複数の棚を備えて構成される多段式の台車（い
わゆるトロリー（trolley）等）上に載置されて、保管及び使用される形態のものがある
。
【０００４】
　この種の内視鏡システムにおいて、各種の周辺装置のそれぞれは、例えば商用電源から
の電力を伝達する電源ケーブルが接続される電源コネクタ（受電部）や、各種装置同士を
接続して信号の送受を行うための接続ケーブルに対応した接続用コネクタ（接続端子）を
有して構成されているのが一般である。この場合において、これら電源コネクタや接続用
コネクタは、主に筐体の背面パネルに設けられているのが普通である。
【０００５】
　このことから、従来の内視鏡システムにおける周辺装置の筐体の内部レイアウトは、１
次線（外部装置から延設される接続ケーブル）を接続する接続用コネクタ等の配置や２次
線（筐体内部の配線等）の取り回しを考慮した形態になっている。
【０００６】
　具体的には、例えば、筐体内部において、電源コネクタや接続用コネクタが設けられて
いる背面パネル寄りの部分に、電源ユニットや電子回路基板等を配置する構成が採用され
ている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところが、近年、内視鏡システムにおける周辺装置において、例えば画像解析装置等で
は、画像解析技術の高度化等によって画像解析回路が肥大化する傾向にある。このことは
、画像解析回路を実装する電子回路基板を大型化せざるを得ない状況となっている。
【０００８】
　一方、内視鏡システムにおける周辺装置の筐体サイズは、従来製品とのシリーズ化など
の関係等から、所定のサイズに規定されていることがある。
【０００９】
　したがって、例えば画像解析装置等の周辺装置において、従来のような内部レイアウト
（即ち電源ユニットを背面パネル寄りの部分に配設するレイアウト等）を採用した場合、
画像解析回路を実装した電子回路基板と背面パネルの接続用コネクタとの間の距離が長く
なってしまう。つまり、１次線が長くなってしまうようなレイアウトを採らざるを得ない
状況になってしまう。その結果、例えば接続コネクタから入力される画像信号の画像解析
回路の電子回路基板への伝達に遅延が生じてしまう可能性がある。このことは、内視鏡画
像の表示に遅延が生じてしまうことになる。
【００１０】
　本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、内視
鏡システムを構成する各種の周辺装置のうち特に画像解析装置において、画像信号の伝達
の遅延を生じさせることなく、内視鏡画像の表示を確実に行ない得る構成の画像解析装置
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様の画像解析装置は、内視鏡システムが搭載
されるトロリーに配置される筐体と、前記筐体を形成する面のうちの一面に配設され、前
記トロリーに配置されて内視鏡画像を生成する画像生成装置から延設される接続線が接続
される接続端子と、前記筐体を形成する面のうちの前記一面に配設され、商用電源から電
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力を受電する受電部と、前記筐体の内部において前記接続端子の近傍に配設され、前記内
視鏡画像の画像解析演算処理を行う画像解析部と前記画像解析部とは異なる演算を行う演
算部とを実装した電子回路基板と、前記筐体の内部において、前記筐体を形成する面のう
ちの前記一面に対向する他面寄りの部位に配設され、前記受電部から入力された電力であ
る交流電流を受けて直流電流に変換し、当該変換された直流電流の電力を前記電子回路基
板へと供給する電源供給部と、を備える。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、内視鏡システムを構成する各種の周辺装置のうち特に画像解析装置に
おいて、画像信号の伝達の遅延を生じさせることなく、内視鏡画像の表示を確実に行ない
得る構成の画像解析装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施形態の画像解析装置を含む内視鏡システムの全体構成を簡単
に示す外観斜視図
【図２】本発明の第１の実施形態の画像解析装置の内部構成の概念図
【図３】本発明の第２の実施形態の画像解析装置を前面側上方から俯瞰した状態の内部構
成を示す外観斜視図
【図４】本発明の第２の実施形態の画像解析装置を背面側斜め上方から俯瞰した状態の内
部構成を示す外観斜視図
【図５】本発明の第３の実施形態の画像解析装置において適用される電源供給部である電
源ユニットのみを取り出して示す外観斜視図
【図６】本発明の第４の実施形態の画像解析装置において適用される電源供給部である電
源ユニットのみを取り出して示す外観斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図示の実施の形態によって本発明を説明する。以下の説明に用いる各図面は模式
的に示すものであり、各構成要素を図面上で認識できる程度の大きさで示すために、各部
材の寸法関係や縮尺等を構成要素毎に異ならせて示している場合がある。したがって、本
発明は、各図面に記載された各構成要素の数量や各構成要素の形状や各構成要素の大きさ
の比率や各構成要素の相対的な位置関係等に関して、図示の形態のみに限定されるもので
はない。
【００１５】
　［第１の実施形態］
　まず、本発明の第１の実施形態の画像解析装置を含む内視鏡システムについての概略構
成を、図１を用いて以下に説明する。図１は、本発明の第１の実施形態の画像解析装置を
含む内視鏡システムの全体構成を簡単に示す外観斜視図である。
【００１６】
　内視鏡システム１は、図１に示すように、内視鏡１００と、内視鏡ビデオプロセッサ１
０（以下、単にビデオプロセッサという）と、画像解析装置２０と、表示装置３０と、ト
ロリー（trolley）４０等によって主に構成されている。
【００１７】
　内視鏡１００は、生体や構造物等の被検体の内部の観察部位を撮像する撮像装置である
。この内視鏡１００によって取得された内視鏡画像信号は、ビデオプロセッサ１０へと伝
送されて、このビデオプロセッサ１０において所定の信号処理がなされる。このビデオプ
ロセッサ１０において所定の信号処理が施された後の内視鏡画像信号は、画像解析装置２
０へと伝送されて、この画像解析装置２０において所定の画像解析演算処理がなされる。
そして、この画像解析装置２０において所定の画像解析演算処理が施された後の内視鏡画
像信号は、所定の形態の画像データ（例えば表示用画像データや記録用画像データ等）に
変換されて、表示装置３０や記録装置（不図示）へと出力される。これを受けて、表示装
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置３０は、入力された表示用画像データに基く画像または映像（以下、単に画像等という
）を表示する。また、記録装置（不図示）は、当該記録用画像データを所定の記録媒体に
記録する。
【００１８】
　なお、ここで、画像というときは主に静止画像を指すものとする。一方、映像というと
きは主に動画像を指すものとする。このように、本内視鏡システム１では、画像及び映像
を取り扱うことができる。
【００１９】
　内視鏡１００は、操作部１０１と、挿入部１０２と、先端部１０３と、ユニバーサルケ
ーブル１０４と、プラグ部１０５等を有して構成されている。この内視鏡１００自体の構
成については周知であり、従来普及している内視鏡と同様のものが適用されているものと
して、個々の構成ユニットについての構成の説明は省略する。
【００２０】
　内視鏡１００におけるプラグ部１０５は、ビデオプロセッサ１０の筐体１１（後述する
）の内視鏡接続部１１ｂに接続される内視鏡用コネクタである。プラグ部１０５は、ユニ
バーサルケーブル１０４の先端部分に連設されている。そして、プラグ部１０５の先端に
は、棒状に形成されたロッド部１０５ａが設けられている。このプラグ部１０５の先端面
１０５ｃは、当該プラグ部１０５がビデオプロセッサ１０の筐体１１の内視鏡接続部１１
ｂに接続された時に、当該ビデオプロセッサ１０に内蔵された光源装置（不図示）からの
照明光の受光部となる。
【００２１】
　内視鏡１００には、光ファイバーケーブル１０６が、先端部１０３から挿入部１０２，
操作部１０３，ユニバーサルケーブル１０４を挿通してプラグ部１０５までの間に配設さ
れている。つまり、当該光ファイバーケーブル１０６は、その一端１０６ａがプラグ部１
０５の先端のロッド部１０５ａに設けられ、他端１０６ｂが内視鏡１００の先端部１０３
に設けられている。
【００２２】
　そして、この光ファイバーケーブル１０６は、プラグ部１０５がビデオプロセッサ１０
の筐体１１の内視鏡接続部１１ｂに接続されたとき、ビデオプロセッサ１０内の光源装置
（不図示）から出射される照明光を、内視鏡１００の先端部１０３へと伝達する。
【００２３】
　したがって、この構成により、光源装置（不図示）から出射された照明光は、内視鏡１
００内を挿通される光ファイバーケーブル１０６によって、プラグ部１０５の先端面１０
５ｃから内視鏡１００の先端部１０３まで伝達される。そして、当該照明光は、先端部１
０３から前方へと出射して、先端部１０３の前方にある撮像対象物を照明する。
【００２４】
　ビデオプロセッサ１０は、内視鏡１００によって取得された内視鏡画像信号を受けて内
視鏡画像を生成する画像生成装置である。内視鏡１００のプラグ部１０５が、ビデオプロ
セッサ１０の筐体１１の内視鏡接続部１１ｂに接続されたとき、内視鏡１００とビデオプ
ロセッサ１０との間は電気的に接続される。これにより、内視鏡１００によって取得され
た内視鏡画像信号は、プラグ部１０５に設けられた信号端子（不図示）を介してビデオプ
ロセッサ１０へと伝達される。
【００２５】
　ビデオプロセッサ１０は、筐体（ハウジング；Housing）１１と、この筐体１１の内部
に収納配置されている各種の構成ユニットと、当該筐体１１の外表面に設けられる構成部
材（操作部材や接続端子等）等によって主に構成されている。
【００２６】
　このビデオプロセッサ１０の筐体１１は、トロリー４０に載置された状態で使用に供さ
れる。この場合において、筐体１１をトロリー４０に載置したとき、使用者（ユーザ）に
正対する面（即ちトロリー４０から露呈している面）を筐体１１の前面というものとする
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。そして、筐体１１の前面を構成するパネル部材を前面パネルというものとする。また、
筐体１１において、前面パネルに対向する面を背面といい、そのパネル部材を背面パネル
というものとする。さらに、前面パネルに正対したとき、左右の両側面のパネル部材を側
面パネルというものとする。このうち、筐体１１の前面パネルに正対したときの右側の面
を右側面といい、そのパネル部材を右側面パネルという。同様に、左側の面を左側面とい
い、そのパネル部材を左側面パネルというものとする。
【００２７】
　筐体１１の内部には、内視鏡１００によって取得された画像信号等を受けて所定の信号
処理等を行うための回路部を実装した複数の電気基板等（不図示）からなるプロセッサ部
（不図示）と、内視鏡１００に対して照明光を供給する光源装置（不図示）等が配設され
ている。つまり、本実施形態で例示するビデオプロセッサ１０は、光源装置を一体型とし
て構成した光源装置一体型ビデオプロセッサである。
【００２８】
　また、ビデオプロセッサ１０の筐体１１の前面パネルには、操作パネル１１ａと、内視
鏡接続部（レセプタクル）１１ｂと、電源操作ボタン１１ｄ等を有して構成されている。
筐体１１の両側面パネルには、例えば筐体１１の外部と内部を連通させる吸気口１１ｅが
形成されている。
【００２９】
　そして、筐体１１の背面パネルには、画像解析装置２０等の各種の周辺装置（複数）と
の間に介在する複数の接続ケーブル（接続線；図１の符号３２参照）の各一端がそれぞれ
接続される複数の接続端子（不図示）と、筐体１１の外部と内部を連通させる排気口（不
図示）が形成されている。
【００３０】
　なお、ビデオプロセッサ１０自体の構成については周知であり、従来普及しているもの
と同様の構成を有しているものとして、これ以上の構成の説明は省略する。
【００３１】
　また、上述の説明及び図１においては、接続ケーブル３２の例示として、ビデオプロセ
ッサ１０と画像解析装置２０とを接続する一本の接続線のみを図示している。しかし、接
続ケーブルは、これ以外にも、当該ビデオプロセッサ１０と不図示の各種の周辺装置等（
例えば記録装置，プリンタ装置等）とを接続する複数の接続ケーブル等がある。これらの
接続ケーブルは、本発明に直接関連しない部分であり、図面の煩雑化を避けるために、そ
の図示を省略している。
【００３２】
　表示装置３０は、後述する画像解析装置２０から出力された表示用画像データを受けて
映像又は画像の表示を行う構成ユニットである。この表示装置３０自体の構成についても
周知であり、従来普及している表示装置と同様のものが適用されているものとして、その
構成の説明は省略する。
【００３３】
　なお、表示装置３０と画像解析装置２０との間は、接続ケーブル３２によって接続され
ている。この接続ケーブル３２によって、画像解析装置２０から表示装置３０へと、表示
用画像データが伝送される。
【００３４】
　トロリー４０は、本内視鏡システム１を構成する各構成ユニット、即ちビデオプロセッ
サ１０，画像解析装置２０，表示装置３０等の各装置を載置するために、複数の棚を備え
て構成される多段式の台車である。本内視鏡システム１の各構成ユニットは、当該トロリ
ー４０上に載置された状態で保管及び使用される。このトロリー４０自体の構成について
も周知であり、従来普及しているトロリーと同様のものが適用されているものとして、そ
の構成の説明は省略する。
【００３５】
　次に、本実施形態の画像解析装置２０の構成について、以下に説明する。図２は、本発
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明の第１の実施形態の画像解析装置の内部構成の概念図である。図２においては、画像解
析装置２０の筐体２１の上面パネルを取り外した状態を示している。これにより、図２は
当該画像解析装置２０の内部レイアウトの概略を示している。
【００３６】
　本実施形態の画像解析装置２０は、ビデオプロセッサ１０から出力された内視鏡画像信
号を受けて、所定の画像解析演算処理を施したり、その他の演算処理等を行う内視鏡画像
信号解析装置である。
【００３７】
　ここで、その他の演算処理とは、例えば内視鏡画像信号を所定の形態の画像データ（例
えば表示用画像データ，記録用画像データ等）に変換するための演算処理や、当該画像デ
ータのそれぞれを、各対応する周辺装置（表示装置３０，記録装置等）へと出力する処理
などが含まれる。
【００３８】
　画像解析装置２０は、筐体２１と、この筐体２１の内部に収納配置されている各種の構
成ユニットと、当該筐体２１の外表面に設けられる構成部材（操作部材や接続端子等）等
によって構成されている。
【００３９】
　この画像解析装置２０の筐体２１は、トロリー４０に載置された状態で使用に供される
。この点において、上述のビデオプロセッサ１０の筐体１１と同様である。したがって、
当該画像解析装置２０においても、筐体２１をトロリー４０に載置したとき、使用者（ユ
ーザ）に正対する面（即ちトロリー４０から露呈している面）を筐体２１の前面というも
のとする。そして、筐体２１の前面を構成するパネル部材を、図２に示すように、前面パ
ネル２１Ｆというものとする。また、筐体２１において、前面パネル２１Ｆに対向する面
を背面といい、そのパネル部材を図２に示すように、背面パネル２１Ｒというものとする
。さらに、前面パネル２１Ｆに正対したとき、左右の両側面のパネル部材を側面パネルと
いうものとする。このうち、筐体２１の前面パネル２１Ｆに正対したときの右側の面のパ
ネル部材を右側面といい、そのパネル部材を右側面パネル２１ＳＲというものとする。同
様に、左側の面を左側面といい、そのパネル部材を左側面パネル２１ＳＬというものとす
る。
【００４０】
　画像解析装置２０の筐体２１は、例えば薄板状の金属部材などを折り曲げ加工すること
によって、内部に所定の領域の空間を有する略六面体からなる箱形状に形成されている。
【００４１】
　筐体２１を形成する面のうちの一面（本例では背面；後述）には、複数の接続端子２５
や受電部２６等（いずれも図１では不図示；図２参照）が配設されている。ここで、接続
端子２５は、ビデオプロセッサ１０や表示装置３０等から延設される接続ケーブル（接続
線）３１、３２（図１参照）の各他端がそれぞれ接続される接続端子である。
【００４２】
　換言すると、接続端子２５は、筐体２１を形成する面のうちの一面（背面）に配設され
、トロリー４０に配置される周辺装置（例えば内視鏡画像を生成する画像生成装置（ビデ
オプロセッサ１０））から延設される接続線（接続ケーブル３２）が接続される接続コネ
クタである。この接続端子２５は、筐体２１の内部において、後述する電子回路基板２２
との間で電気的に接続されている。これにより、電子回路基板２２は、ビデオプロセッサ
１０から出力される内視鏡画像信号を入力し得る。
【００４３】
　また、受電部２６は、筐体２１を形成する面のうちの一面（背面）に配設され、商用電
源から電力を受けるために電源ケーブル（不図示）のプラグ部（不図示）を接続する電源
コネクタである。この受電部２６は、筐体２１の内部において、後述する電源ユニット２
３との間で電力伝達ケーブル２６ａによって電気的に接続されている。これにより、受電
部２６で受けた電力は、電源ユニット２３へと伝送し得る。
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【００４４】
　また、筐体２１を形成する面のうちの上記一面（背面）に対向する他面（本例では前面
；後述）には、電源操作ボタン２１ｄと、外部機器接続端子２１ｇ等が配設されている。
【００４５】
　電源操作ボタン２１ｄは、当該画像解析装置２０の電源供給を開始させ、当該装置を起
動させるための操作部材である。ここで、電源操作ボタン２１ｄは、筐体２１の内部にお
いて、電源スイッチ部材（不図示）との間で機械的に接続されている。これにより、電源
操作ボタン２１ｄの操作入力は電源スイッチ部材へと伝達される。なお、この電源スイッ
チ部材は電源ユニット２３との間で電気的に接続されている。これにより、電源スイッチ
部材のオンオフ信号は、電源ユニット２３へと伝達されて、当該電源ユニット２３の駆動
開始または終了の信号となる。
【００４６】
　また、外部機器接続端子２１ｇは、例えばＵＳＢメモリ等の外部機器を接続し、所定の
データの受け渡しを実現するための接続端子である。ここで、外部機器接続端子２１ｇは
、筐体２１の内部において電子回路基板２２と電気的に接続されている。これにより、外
部機器接続端子２１ｇに接続された機器（ＵＳＢメモリ等）と電子回路基板２２とのデー
タの送受を可能としている。
【００４７】
　なお、筐体２１の一面、即ち接続端子２５，受電部２６が配設されている面を背面とい
うものとする。そして、筐体２１の背面を構成するパネル部材が背面パネル２１Ｒである
（図２参照）。また、筐体２１の一面に対向する他面、即ち電源操作ボタン２１ｄ，外部
機器接続端子２１ｇが配設されている面を前面というものとする。そして、筐体２１の前
面を構成するパネル部材が前面パネル２１Ｆである（図２参照）。ここで、当該内視鏡シ
ステム１を使用するのに際して、画像解析装置２０は、筐体２１の前面パネル２１Ｆ（図
２参照）が使用者（ユーザ）の側を向くようにトロリー４０上に載置される。
【００４８】
　筐体２１の両側面パネルには、図２に示すように、例えば筐体２１の外部と内部を連通
させる吸気口２１ｅ及び排気口２１ｆが形成されている。
【００４９】
　吸気口２１ｅは、筐体２１の内部構成ユニット（例えば電源ユニット２３（電源供給部
）；後述する）が発する熱を吸収するための冷却媒体を筐体２１の内部へと取り込む開口
部である。この吸気口２１ｅは、筐体２１を形成する両側面のうちの一方の面、例えば右
側面パネル２１ＳＲ（これを第１の側面というものとする）に形成されている。
【００５０】
　排気口２１ｆは、筐体２１の内部構成ユニット（例えば電源ユニット２３（電源供給部
）；後述する）が発する熱を吸収した後の冷却媒体を筐体２１の外部へと排出する開口部
である。この排気口２１ｆは、筐体２１を形成する両側面のうちの上記第１の面に対向す
る他方の面、例えば左側面パネル２１ＳＬ（これを第２の側面というものとする）に形成
されている。
【００５１】
　このような構成により、吸気口２１ｅから筐体２１の内部へと取り込まれた冷却媒体（
例えば外部の空気など）は、図２の矢印Ｆ１，Ｆ２によって示す流路のように、筐体２１
の内部を通過する際に、当該筐体２１の内部構成ユニット（電子回路基板２２上の電子部
品や電源ユニット２３等）が発した熱を吸収した後、排気口２１ｆから筐体２１の外部へ
と排出される。このようにして、冷却媒体は、筐体２１において熱を発する内部構成ユニ
ットを冷却する。
【００５２】
　なお、本実施形態においては、吸気口２１ｅを右側面パネル２１ＳＲ（第１の面）に形
成し、排気口２１ｆを左側面パネル２１ＳＬ（第２の面）に形成するものとして説明した
が、この例に限られることはない。
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【００５３】
　例えば、吸気口２１ｅを左側面パネル２１ＳＬ（第２の面）に形成し、排気口２１ｆを
右側面パネル２１ＳＲ（第１の面）に形成するものとして構成してもよい。そして、この
ような構成とした場合にも、上述の構成例と全く同様の作用及び効果を得ることができる
。
【００５４】
　筐体２１の内部には、各種の演算処理を行う電子回路を実装した電子回路基板２２と、
電源供給部である電源ユニット２３等が配設されている（図１では不図示；図２参照）。
【００５５】
　電子回路基板２２は、筐体２１の内部において接続端子２５の近傍（背面パネル２１Ｒ
寄りの部位）に配設されている。また、電子回路基板２２は、筐体２１の底面に対して上
記一面（背面パネル２１Ｒ）寄りの大半を覆うように配設されている。
【００５６】
　電子回路基板２２は、内視鏡画像の画像解析演算処理を行う画像解析部と、当該画像解
析部とは異なる演算を行う演算部とを実装した電子回路基板である。上記画像解析部や演
算部は、複数の電子部品によって形成される電子回路である。したがって、電子回路基板
２２上には、画像解析部や演算部を構成するための複数の電子部品（例えばＣＰＵ等の集
積回路等）が実装されている。
【００５７】
　ここで、電子回路基板２２における画像解析部は、ビデオプロセッサ１０（画像生成装
置）から接続ケーブル３２（接続線）を介して接続端子２５に入力される内視鏡画像信号
を受けて、所定の解析演算処理を施す。また、画像解析部は、所定の解析演算処理を施し
た後の内視鏡画像信号を接続端子２５を介して筐体２１の外部装置へと出力する。
【００５８】
　電源ユニット２３（電源供給部）は、筐体２１の内部において筐体２１を形成する面の
うちの上記一面（背面パネル２１Ｒ）に対向する他面（前面パネル２１Ｆ）寄りの部位に
配設されている。さらに、電源ユニット２３は、接続端子２５を基準として電子回路基板
２２の中心よりも離れた位置に中心が位置するように配置されている。
【００５９】
　電源ユニット２３（電源供給部）は、受電部２６から入力された電力（交流電流）を受
けて、これを直流電流に変換する。また、電源ユニット２３は、変換された直流電流の電
力を筐体２１の内部の各電子部品へと供給する。
【００６０】
　そのために、当該電源ユニット２３は、交流電流を直流電流に変換するための整流回路
等各種の回路を実装した電源回路基板と、この電源回路基板を保持すると共に筐体２１に
対して当該電源ユニット２３を固定するためのフレーム部材と、電源操作ボタン２１ｄか
らの入力操作を受けてオンオフする電源スイッチ部材２９等によって構成されている。例
えば、電源スイッチ部材２９は、電源操作ボタン２１ｄとの間で機械的に接続されている
。また、同電源スイッチ部材２９は、電源ユニット２３Ａとの間で、例えば接続ケーブル
２９ａによって電気的に接続されている。さらに、電源ユニット２３Ａは、接続ケーブル
２３ｂによって電子回路基板２２Ａと電気的に接続されている。これにより、電源ユニッ
ト２３Ａは、電子回路基板２２Ａに向けて電力を供給し得る。
【００６１】
　なお、電源ユニット２３自体の構成については周知であり、従来普及しているものと同
様のものが適用されているものとして、その構成の説明は省略する。
【００６２】
　そして、電源ユニット２３と受電部２６との間は、電力伝達ケーブル２６ａ（２次線）
を用いて接続されている。この構成により、商用電源から供給される電力は、電源ケーブ
ル（不図示），受電部２６，電力伝達ケーブル２６ａを介して電源ユニット２３へと伝達
される。
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【００６３】
　一方、筐体２１の内部において、電子回路基板２２と電源ユニット２３（電源供給部）
との間には絶縁壁２４が配設されている。この絶縁壁２４は、電源ユニット２３から発生
する電気的ノイズが電子回路基板２２上の画像解析部に対して影響を与えないようにする
ために設けられている。そのために、絶縁壁２４は、少なくとも一部を電気的絶縁体を用
いて構成されている。
【００６４】
　さらに、絶縁壁２４は、電源ユニット２３から発生する熱が電子回路基板２２上の画像
解析部に対して影響を与えないようにする役目もしている。そのために、絶縁壁２４は、
少なくとも一部が熱的絶縁体を用いて構成されている。
【００６５】
　これらの構成により、絶縁壁２４は、電子回路基板２２と電源ユニット２３との間の電
気的及び熱的な絶縁分離を達成している。
【００６６】
　また、当該絶縁壁２４は、筐体２１の吸気口２１ｅから取り込まれた冷却媒体（例えば
外部の空気など）を筐体２１の排気口２１ｆへと導く流路の一部を形成している。つまり
、絶縁壁２４は、図２に示すように、吸気口２１ｅと排気口２１ｆとの間をつなぐように
配置されている。したがって、吸気口２１ｅから取り込まれた冷却媒体は、冷却対象物（
図２においては電子回路基板２２上の電子部品や電源ユニット２３）近傍を通過した後、
筐体２１の内部において対流することなく、絶縁壁２４に沿って流れることによりスムー
スに排気口２１ｆへと導かれ、外部へと排出されるように形成されている。
【００６７】
　なお、筐体２１の内部において、前面（他面）を形成するパネル部材（前面パネル２１
Ｆ）と、電源ユニット２３（電源供給部）との間には、例えば緩衝材２７が配設されてい
る。この緩衝材２７は、例えば画像解析装置２０を運搬中において落下させる等の意図し
ない事故が発生した場合に、筐体２１が変形して、内部構成ユニット（具体的には電源ユ
ニット２３）に損傷を与えてしまうことを抑止するために設けられる部材である。つまり
、緩衝材２７は、筐体２１の内部構成ユニット（電源ユニット２３）を保護する保護部材
である。そのために、緩衝材２７は、例えば弾性を有し衝撃を吸収し得る性質を備えた素
材、例えばスポンジ部材若しくはゴム部材等の衝撃吸収部材が適用される。
【００６８】
　以上説明したように上記第１の実施形態によれば、画像解析装置２０の筐体２１におい
て、ビデオプロセッサ１０から延設される接続ケーブル３２が接続される接続端子２５と
、商用電源から電力を受電する受電部２６とを背面パネル２１Ｒに設けて構成している。
【００６９】
　ここで、筐体２１の内部においては、接続端子２５の近傍に電子回路基板２２を配設し
、前面パネル２１Ｆ寄りの部位に電源ユニット２３を配設している。このように、接続端
子２５と電子回路基板２２とを近接させて配置している。この構成により、ビデオプロセ
ッサ１０から接続ケーブル３２，接続端子２５を通って入力される内視鏡画像信号を、電
子回路基板２２に対して遅延を生じさせずに入力させることができ、よって内視鏡画像の
表示を確実に行ない得ることができる。
【００７０】
　また、筐体２１の内部において、電子回路基板２２と電源ユニット２３との間に、少な
くとも一部が電気的絶縁体で構成された絶縁壁２４を設けて構成している。この構成によ
り、電源ユニット２３から発生する電気的ノイズが電子回路基板２２の画像解析部に影響
を与えることを抑止することができる。
【００７１】
　さらに、筐体２１は、一方の側面（第１の側面）のパネル部材（本例では右側面パネル
２１ＳＲ）に冷却媒体を取り込む吸気口２１ｅが形成され、他方の側面（第２の側面）の
パネル部材（本例では左側面パネル２１ＳＬ）に、電源ユニット２３が発する熱を吸収し
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た冷却媒体を排出する排気口２１ｆが形成されている。そして、絶縁壁２４は、吸気口２
１ｅから取り込まれた冷却媒体を排気口２１ｆへと導く流路の一部を形成している。
【００７２】
　したがって、この構成により、吸気口２１ｅから取り込まれた冷却媒体は、冷却対象物
（電子回路基板２２上の電子部品や電源ユニット２３）近傍を通過して、これらを冷却し
た後、絶縁壁２４に沿って流れるように構成されている。これにより、絶縁壁２４は、冷
却媒体を筐体２１の内部において対流させることなく、スムースに排気口２１ｆへと導き
、外部へと排出させることができる。
【００７３】
　また、筐体２１の前面パネル２１Ｆと電源ユニット２３との間に緩衝材２７を配設して
いる。この構成により、例えば画像解析装置２０を運搬中に落下させる等により、筐体２
１（の前面パネル２１Ｆ）に変形が生じたとしても、前面パネル２１Ｆと電源ユニット２
３との間に緩衝材２７が介在していることで、変形した前面パネル２１Ｆが電源ユニット
２３を損傷させてしまうことを抑止することができる。
【００７４】
　［第２の実施形態］
　上述の第１の実施形態においては、画像解析装置２０の筐体２１の内部構成ユニットの
レイアウトを、図２の概念図を用いて説明している。
【００７５】
　次に説明する本発明の第２の実施形態では、画像解析装置の筐体の内部構成ユニットの
レイアウトについての、より具体的な構成を例示する。
【００７６】
　図３，図４は、本発明の第２の実施形態の画像解析装置の内部構成を示す外観斜視図で
ある。このうち図３は本実施形態の画像解析装置を前面側上方から俯瞰した状態を示して
いる。図４は同画像解析装置を背面側斜め上方から俯瞰した状態を示している。なお、図
３，図４においては、画像解析装置の内部構成を明示するために、筐体における上面パネ
ル及び両側面パネルを外した状態を示している。
【００７７】
　本実施形態は、基本的には上述の第１の実施形態と略同様の構成である。したがって、
上述の第１の実施形態と同じ構成については、同じ符号を付して、その詳細説明を省略し
、異なる部分についてのみ、以下に詳述する。
【００７８】
　本実施形態の画像解析装置２０Ａは、筐体２１Ａと、この筐体２１Ａの内部構成ユニッ
ト（電子回路基板２２Ａ，電源ユニット２３Ａ及び冷却ファン２８等）と、当該筐体２１
Ａの背面パネル２１Ｒに設けられる複数の接続端子２５及び受電部２６と、前面パネル２
１Ｆに設けられる構成部材（電源操作ボタン２１ｄ，外部機器接続端子２１ｇ）と、２つ
の絶縁壁（２４Ａａ，２４Ａｂ）等を有して構成されている。
【００７９】
　筐体２１Ａの構成は、上述の第１の実施形態における筐体２１と略同様である。この筐
体２１Ａの背面パネル２１Ｒには、複数の接続端子２５，受電部２６（図２参照）が配設
されている。なお、図３，図４で図示される複数の接続端子２５及び受電部２６は、上述
の第１の実施形態で例示するものと、その形態及び数が異なるが、その機能は同様である
。
【００８０】
　即ち、接続端子２５は、筐体２１Ａを形成する面のうちの一面（背面）に配設され、ト
ロリー４０に配置される周辺装置のうち、内視鏡画像を生成する画像生成装置（ビデオプ
ロセッサ１０））から延設される接続線（接続ケーブル３２）が接続される接続コネクタ
である。この接続端子２５は、筐体２１Ａの内部において、電子回路基板２２Ａとの間で
電気的に接続されている。具体的には、接続端子２５は、電子回路基板２２Ａ上に半田付
け等によって実装されている。これにより、ビデオプロセッサ１０から接続ケーブル３２
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，接続端子２５を介して入力されてくる内視鏡画像信号は、電子回路基板２２Ａへと入力
され得る。
【００８１】
　また、受電部２６は、筐体２１Ａを形成する面のうちの一面（背面）に配設され、商用
電源から電力を受けるために電源ケーブル（不図示）のプラグ部（不図示）を接続する電
源コネクタである。この受電部２６は、筐体２１Ａの内部において、電源ユニット２３Ａ
との間で電力伝達ケーブル（不図示）によって電気的に接続されている。これにより、受
電部２６から入力された電力は、電源ユニット２３Ａへと伝送し得る。
【００８２】
　筐体２１を形成する面のうちの上記一面（背面）に対向する他面（前面）には、電源操
作ボタン２１ｄと、外部機器接続端子２１ｇ等が配設されている点は、上述の第１の実施
形態と同様である。例えば、ここで、外部機器接続端子２１ｇは、接続ケーブル２１ｇａ
によって電子回路基板２２Ａと電気的に接続されている。これにより、外部機器接続端子
２１ｇに接続された機器（ＵＳＢメモリ等）と電子回路基板２２Ａとのデータの送受を可
能としている。
【００８３】
　また、図示は省略されているが、筐体２１Ａの両側面パネルには、例えば筐体２１の外
部と内部を連通させる吸気口２１ｅ及び排気口２１ｆが形成されている。これら吸気口２
１ｅ，排気口２１ｆについても、上述の第１の実施形態と同様である。
【００８４】
　筐体２１Ａの内部には、電子回路基板２２Ａと、電源供給部である電源ユニット２３Ａ
と、冷却ファン２８等が配設されている。
【００８５】
　電子回路基板２２Ａは、筐体２１Ａの内部において接続端子２５の近傍（背面パネル２
１Ｒ寄りの部位）に配設されている。また、電子回路基板２２Ａは、筐体２１Ａの底面に
対して上記一面（背面パネル２１Ｒ）寄りの大半を覆うように配設されている。この点に
おいて、上述の第１の実施形態と同様である。
【００８６】
　電子回路基板２２Ａは、内視鏡画像の画像解析演算処理を行う画像解析部と、当該画像
解析部とは異なる演算を行う演算部とを実装した電子回路基板である。上記画像解析部や
演算部は、複数の電子部品によって形成される電子回路である。したがって、電子回路基
板２２Ａ上には、画像解析部や演算部を構成するための複数の電子部品（例えばＣＰＵ等
の集積回路等）が実装されている。
【００８７】
　なお、本実施形態においては、図３，図４に示すように、電子回路基板２２上に複数の
ヒートシンク（２２ａａ，２２ａｂ，２２ａｃ）が設けられている例を示している。これ
ら複数のヒートシンク（２２ａａ，２２ａｂ，２２ａｃ）は、例えば演算等が行われる際
に発熱するＣＰＵ等の電子部品（不図示）のパッケージに対して密着させて配設すること
によって、当該電子部品の放熱を行っている。
【００８８】
　電源ユニット２３Ａは、筐体２１Ａの内部において筐体２１Ａの一面（背面パネル２１
Ｒ）に対向する他面（前面パネル２１Ｆ）寄りの部位に配設されている。この点において
、上述の第１の実施形態と同様である。また、電源ユニット２３Ａ自体の構成も上述の第
１の実施形態と同様である。
【００８９】
　さらに、本実施形態における電源ユニット２３Ａは、図３，図４に示すように、例えば
筐体２１の吸気口２１ｅ寄りの部位に冷却ファン２３ａを有した形態で構成されている。
この冷却ファン２３ａは、吸気口２１ｅから外部の空気等の冷却媒体を強制的に取り込ん
で、当該電源ユニット２３内の電源回路基板や電源スイッチ部材２９等の熱を発する電子
部品を冷却すると共に、当該電源回路基板が発した熱を吸収した冷却媒体を強制的に排気
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口２１ｆへ向けて排出する機能を有する送風機である。
【００９０】
　またさらに、本実施形態の画像解析装置２０Ａにおいては、排気口２１ｆの設けられて
いる側面パネル（本例では左側面パネル）の近傍の部位に冷却ファン２８が設けられてい
る。この冷却ファン２８は、吸気口２１ｅから外部の空気等の冷却媒体を強制的に取り込
んで、電子回路基板２２上の電子部品（特に３つのヒートシンクが設けられる電子部品；
不図示）等を冷却すると共に、当該電子部品等が発した熱（ヒートシンクから放熱される
熱）を吸収した冷却媒体を強制的に排気口２１ｆへ向けて排出する機能を有する送風機で
ある。なお、冷却ファン２８は、電子回路基板２２Ａとの間で接続ケーブル２８ａによっ
て電気的に接続されている。これにより、冷却ファン２８は、電子回路基板２２Ａ上の制
御部によって駆動制御されると共に、電力の供給を受け得る。
【００９１】
　一方、本実施形態の画像解析装置２０Ａにおいては、筐体２１Ａの内部において、電子
回路基板２２Ａと電源ユニット２３Ａとの間に絶縁壁２４Ａｂが配設されている。この絶
縁壁２４Ａｂは、上述の第１の実施形態における絶縁壁２４と同様の構成及び作用を有す
る。
【００９２】
　本実施形態においては、この絶縁壁２４Ａｂに加えて、さらに、第２の絶縁壁２４Ａａ
を有する。この第２の絶縁壁２４Ａａは、電子回路基板２２Ａ上において中程の位置に配
設され、吸気口２１ｅと排気口２１ｆとの間をつなぐように配置されている。
【００９３】
　この場合において、第２の絶縁壁２４Ａａは、電子回路基板２２Ａ上の複数（本例では
３つ）のヒートシンクのうちの２つのヒートシンク２２ａａ，２２ａｂと、もう１つのヒ
ートシンク２２ａｃとを隔てるように配設されている。
【００９４】
　そのために、本実施形態で例示する第２の絶縁壁２４Ａａは、筐体２１Ａの吸気口２１
ｅの設けられている側面（右側面）から排気口２１ｆの設けられている側面（左側面）に
向けて配置される過程において、電子回路基板２２Ａ上の中程の位置でヒートシンク２２
ａａを避けるように所定の方向に向けて屈曲するように形成されている。
【００９５】
　本実施形態における絶縁壁２４Ａａ，２４Ａｂは、電子回路基板２２Ａ上の空きスペー
スを利用して、例えばビス等によって固定されている。
【００９６】
　この構成により、絶縁壁２４Ａａは、筐体２１Ａの吸気口２１ｅから取り込まれた冷却
媒体（例えば外部の空気など）を、電子回路基板２２Ａ上の２つのヒートシンク２２ａａ
，２２ａｂに当てた後、筐体２１Ａの排気口２１ｆへと導く流路Ｆ１ａ，Ｆ１ｂ，Ｆ１ｃ
の一部を形成している。
【００９７】
　具体的には、例えば吸気口２１ｅから筐体２１Ａの内部に取り込まれる冷却媒体の流路
Ｆ１ａは、図３に示すように、吸気口２１ｅから２つのヒートシンク２２ａａ，２２ａｂ
を通過した後、排気口２１ｆへ向けて直線的に流れる流路のほかに、一部が、吸気口２１
ｅから絶縁壁２４Ａａに沿って排気口２１ｆへ向けて流れる流路Ｆ１ａａを形成する。
【００９８】
　同様に、例えば吸気口２１ｅから筐体２１Ａの内部に取り込まれる冷却媒体の流路Ｆ１
ｂは、図３に示すように、一部が吸気口２１ｅから絶縁壁２４Ａａに沿って排気口２１ｆ
へ向けて流れる流路Ｆ１ｂを形成する。これと同時に、吸気口２１ｅからもう１つのヒー
トシンク２２ａｃを通過した後、排気口２１ｆへ向けて直線的に流れる流路Ｆ１ｃを形成
する。
【００９９】
　なお、絶縁壁２４Ａｂは、電源ユニット２３Ａと電子回路基板２２Ａとの間において、
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吸気口２１ｅと排気口２１ｆとの間をつなぐように配置されている。これにより、絶縁壁
２４Ａｂは、吸気口２１ｅから筐体２１Ａの内部に取り込まれる冷却媒体の流路Ｆ２を形
成している。即ち、図３に示すように、外部の冷却媒体は、吸気口２１ｅから電源ユニッ
ト２３Ａの冷却ファン２３ａによって強制的に筐体２１Ａの内部に取り込まれた後、さら
に電源ユニット２３Ａ内部に取り込まれて、当該電源ユニット２３Ａ内部の電源回路基板
や電源スイッチ部材２９等の熱を発する電子部品を冷却した後、排気口２１ｆへ向けて排
出される。このときの流路Ｆ２は略直線的となっている。
【０１００】
　なお、緩衝材２７の図示は省略しているが、上述の第１の実施形態と同様に、本実施形
態の画像解析装置２０Ａにおいても、筐体２１Ａの内部において前面パネル２１Ｆと電源
ユニット２３Ａとの間には緩衝材が介在している。その他の構成は上述の第１の実施形態
と略同様である。
【０１０１】
　以上説明したように上記第２の実施形態によれば、上述の第１の実施形態と同様の効果
を得ることができる。さらに、本実施形態においては、絶縁壁２４Ａｂに加えて第２の絶
縁壁２４Ａａを設けたことにより、吸気口２１ｅから取り込まれた冷却媒体による電子回
路基板２２Ａ上の電子部品の効率的な冷却に、さらに寄与することができる。
【０１０２】
　［第３の実施形態］
　次に、本発明の第３の実施形態の画像解析装置について、以下に説明する。図５は、本
発明の第３の実施形態の画像解析装置において適用される電源供給部である電源ユニット
のみを取り出して示す外観斜視図である。
【０１０３】
　本実施形態の基本的な構成は、上述の各実施形態と略同様である。本実施形態の画像解
析装置においては、電源供給部である電源ユニットの構成が若干異なるのみである。した
がって、以下の説明においては、上述の各実施形態において説明した類似構成については
、その説明及び図示を省略し、本実施形態における特徴部分となる部分のみを詳述する。
【０１０４】
　本実施形態の画像解析装置において適用される電源ユニット２３Ｂは、電源回路基板２
３Ｂｐと、フレーム部材２３Ｂｆと、電源スイッチ部材２９等によって構成されている。
【０１０５】
　フレーム部材２３Ｂｆは、電源回路基板２３Ｂｐを固定し保持する基板保持部２３Ｂｆ
ａと、この基板保持部２３Ｂｆａから延出して形成されるフレーム延出部２３Ｂｆｂとを
有するように形成されている。
【０１０６】
　ここで、基板保持部２３Ｂｆａは、電源回路基板２３Ｂｐを囲うように形成されている
。これにより、基板保持部２３Ｂｆａは、断面がチャンネル形状となるように、前面側に
向けた開口を有して形成されている。
【０１０７】
　また、フレーム延出部２３Ｂｆｂは、当該電源ユニット２３Ｂが画像解析装置の筐体内
部の所定の部位（前面パネル寄りの部位）に配設されたときに、筐体の吸気口と排気口と
をつなぐ線に沿う方向（即ち冷却媒体の流路方向）に向けて延出される板壁状の部材であ
る。ここで例示するフレーム延出部２３Ｂｆｂの形態は、基板保持部２３Ｂｆａを中心と
して、その両端から上記流路方向にそれぞれ延出する２つの板壁状部材としている。
【０１０８】
　これら２つのフレーム延出部２３Ｂｆｂは、当該電源ユニット２３Ｂが画像解析装置の
筐体内部の所定の部位（前面パネル寄りの部位）に配設されたときには、電源ユニット２
３Ｂの電源回路基板２３Ｂｐと電子回路基板との間を遮るように設けられる。
【０１０９】
　これにより、当該２つのフレーム延出部２３Ｂｆｂは、電源ユニット２３Ｂの電源回路
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基板２３Ｂｐと電子回路基板とを隔てる絶縁壁として機能する。
【０１１０】
　したがって、電源ユニット２３Ｂにおいては、フレーム延出部２３Ｂｆｂと、基板保持
部２３Ｂｆａの一部とが、絶縁壁として機能させるために、電気的及び熱的絶縁体を用い
て構成されている。
【０１１１】
　なお、電源回路基板２３Ｂｐと電源スイッチ部材２９とは、フレーム部材２３Ｂｆに対
して例えばビス等の一般的な固定手段を用いて固定されている。
【０１１２】
　ここで、電源回路基板２３Ｂｐは、フレーム部材２３Ｂｆにおける基板保持部２３Ｂｆ
ａのうちの一部であってフレーム延出部２３Ｂｆｂが延出する面に固定されている。
【０１１３】
　また、電源スイッチ部材２９は、フレーム部材２３Ｂｆにおけるフレーム延出部２３Ｂ
ｆｂに固定されている。
【０１１４】
　なお、図５に示す例では、電源回路基板２３Ｂｐは、基板保持部２３Ｂｆａのうち、フ
レーム延出部２３Ｂｆｂが延出する面に固定した例を示しているが、電源回路基板２３Ｂ
ｐの固定位置は、この例に限られない。例えば、電源回路基板２３Ｂｐは、基板保持部２
３Ｂｆａのうち、フレーム延出部２３Ｂｆｂが延出する面に直交する二つの面のいずれか
一方に固定してもよい。
【０１１５】
　また、本実施形態では、フレーム部材２３Ｂｆのうち基板保持部２３Ｂｆａは、断面が
チャンネル形状となるように、前面側に向けた開口を有して形成した例を示しているが、
この形態に限られない。例えば、基板保持部２３Ｂｆａは、断面を筒形状とし、図５の例
示における前面に向けた開口を閉鎖面として形成してもよい。この場合には、当該閉鎖面
の内側面に、電源回路基板２３Ｂｐを固定することもできる。その他の構成は、上述の各
実施形態と同様である。
【０１１６】
　このように構成される電源ユニット２３Ｂを適用した本実施形態の画像解析装置によっ
ても、上述の各実施形態と同様の効果を得ることができる。さらに、本実施形態によれば
、電源ユニット２３Ｂにおけるフレーム部材２３Ｂｆの一部を絶縁壁として機能するよう
に形成したので、部品点数の削減に寄与し、筐体内部の部品の過密化を抑止することがで
きる。これにより、電子回路基板と電源ユニット２３Ｂとの間の電気的な絶縁分離を実現
しながら、筐体内部の空き空間をより多く確保することができるので、筐体内部のさらな
る放熱効果を期待できる。
【０１１７】
　［第４の実施形態］
　次に、本発明の第４の実施形態の画像解析装置について、以下に説明する。図６は、本
発明の第４の実施形態の画像解析装置において適用される電源供給部である電源ユニット
のみを取り出して示す外観斜視図である。
【０１１８】
　本実施形態の基本的な構成は、上述の第３の実施形態と略同様である。本実施形態の画
像解析装置においては、電源供給部である電源ユニットの構成が若干異なる。したがって
、以下の説明においては、上述の各実施形態において説明した類似構成については、その
説明及び図示を省略し、本実施形態における特徴部分となる部分のみを詳述する。
【０１１９】
　本実施形態の画像解析装置において適用される電源ユニット２３Ｃは、上述の第３の実
施形態の電源ユニット２３Ｂと略同様に、電源回路基板２３Ｂｐと、フレーム部材２３Ｂ
ｆと、電源スイッチ部材２９等によって構成されている。
【０１２０】
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　本実施形態においては、このうちフレーム部材２３Ｃｆの構成が若干異なる。即ち、本
実施形態におけるフレーム部材２３Ｃｆは、基板保持部２３Ｃｆａと、この基板保持部２
３Ｃｆａから延出して形成される２つのフレーム延出部２３Ｃｆｂ，２３Ｃｆｃとを有し
て形成されている。
【０１２１】
　ここで、２つのフレーム延出部２３Ｃｆｂ，２３Ｃｆｃのうちの一方（本例では符号２
３Ｃｆｃ）は、当該電源ユニット２３Ｃを画像解析装置の筐体内部の所定の部位（前面パ
ネル寄りの部位）に配設したときに、筐体の吸気口と排気口とをつなぐ線に対して斜行す
る方向に延出して形成されている。この点において上述の第３の実施形態とは異なる。な
お、この部分を、以下、斜行延出部２３Ｃｆｃというものとする。
【０１２２】
　この場合において、斜行延出部２３Ｃｆｃは、吸気口から取り込まれた冷却媒体が排気
口へと流れる際の流路中に向けて延出されている。そして、この斜行延出部２３Ｃｆｃに
は、電源スイッチ部材２９が固定されている。
【０１２３】
　このような構成により、当該斜行延出部２３Ｃｆｃに固定された電源スイッチ部材２９
は、冷却媒体の流路中に確実に晒される位置に配設されることになる。したがって、電源
スイッチ部材２９からの放熱をより促進させることができる。その他の構成は、上述の第
３の実施形態と同様である。
【０１２４】
　このように構成される電源ユニット２３Ｃを適用した本実施形態の画像解析装置によっ
ても、上述の第３の実施形態と同様の効果を得ることができる。さらに、本実施形態によ
れば、フレーム部材２３Ｃｆの一部を斜行延出部２３Ｃｆｃとして形成し、この斜行延出
部２３Ｃｆｃに熱を発する電子部品である電源スイッチ部材２９を設けたので、当該電子
部品について、より多くの放熱効果を期待できる。
【０１２５】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、発明の主旨を逸脱しない範囲内
において種々の変形や応用を実施することができることは勿論である。さらに、上記実施
形態には、種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な
組み合わせによって、種々の発明が抽出され得る。例えば、上記一実施形態に示される全
構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題が解決でき
、発明の効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され
得る。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。この発明は
、添付のクレームによって限定される以外にはそれの特定の実施態様によって制約されな
い。
【産業上の利用可能性】
【０１２６】
　本発明は、医療分野の内視鏡制御装置だけでなく、工業分野の内視鏡制御装置にも適用
することができる。
【符号の説明】
【０１２７】
１……内視鏡システム
１０……内視鏡ビデオプロセッサ
１１……筐体
１１ａ……操作パネル
１１ｂ……内視鏡接続部
１１ｄ……電源操作ボタン
１１ｅ……吸気口
２０，２０Ａ……画像解析装置
２１，２１Ａ……筐体



(17) JP 2019-213650 A 2019.12.19

10

20

30

40

２１Ｆ……前面パネル
２１Ｒ……背面パネル
２１ＳＬ……左側面パネル
２１ＳＲ……右側面パネル
２１ｄ……電源操作ボタン
２１ｅ……吸気口
２１ｆ……排気口
２１ｇ……外部機器接続端子
２１ｇａ……接続ケーブル
２２，２２Ａ……電子回路基板
２２ａａ，２２ａｂ，２２ａｃ……ヒートシンク
２３，２３Ａ，２３Ｂ，２３Ｃ……電源ユニット
２３ａ……冷却ファン
２３ｂ……接続ケーブル
２３Ｂｆ，２３Ｃｆ……フレーム部材
２３Ｂｆａ，２３Ｃｆａ……基板保持部
２３Ｂｆｂ，２３Ｃｆｂ……フレーム延出部
２３Ｃｆｃ……フレーム延出部（斜行延出部）
２３Ｂｐ……電源回路基板
２４，２４Ａｂ……絶縁壁
２４Ａａ……第２の絶縁壁
２５……接続端子
２６……受電部
２６ａ……電力伝達ケーブル
２７……緩衝材
２８……冷却ファン
２８ａ……接続ケーブル
２９……電源スイッチ部材
２９ａ……接続ケーブル
３０……表示装置
３２……接続ケーブル
４０……トロリー
１００……内視鏡
１０１……操作部
１０２……挿入部
１０３……先端部
１０４……ユニバーサルケーブル
１０５……プラグ部
１０５ａ……ロッド部
１０５ｃ……先端面
１０６……光ファイバーケーブル
１０６ａ……一端
１０６ｂ……他端
Ｆ１，Ｆ２，Ｆ１ａ，Ｆ１ｂ，Ｆ１ｃ，Ｆ１ａａ……流路
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